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E-15 CT 撮影（膵癌疑いに対して、血液検査や超音波検査がない場合） 

 

《令和 4 年 9 月 26 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、膵癌疑いに対して、血液検査や超音波検査がない場合でも、

CT撮影の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 膵実質の委縮が進んだ時期では、腫瘍マーカーは低値を示す場合がある。

また、膵臓は胃の背中側にあり、超音波検査では膵全体を観察できないこ

とがある。 

 症例に応じて、血液検査や超音波検査を省略し、CT を施行することに

問題はないと考える。 

 


